
対
象
の
方
へ
納
入
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
な
ど
の
お
知
ら
せ

65
歳
以
上
の
方
へ
納
入
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す

　
介
護
保
険
料
な
ど
の
お
知
ら
せ

　
介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
が
必
要
な
状
態

と
な
っ
た
と
き
に
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
社
会
保
険
制
度
で
す
。

　
65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
は
、
年
金
収
入

額
や
合
計
所
得
金
額
、
市
民
税
課
税
状
況
に

よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。

問
合
せ
　

　
　
長
寿
い
き
が
い
課 

☎
89
・
２
１
５
７

　
　
地
域
局
市
民
福
祉
課 

☎
73
・
５
５
０
０

●
保
険
料
の
納
め
方

特
別
徴
収
（
は
が
き
で
通
知
）

　
年
金
支
給
月
（
偶
数
月
）
に
年
金
か
ら
の

差
し
引
き
に
よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。

普
通
徴
収
（
封
書
ま
た
は
は
が
き
で
通
知
）

　
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
付
書
で
納
め
て
い
る
方
に
は
、

納
め
忘
れ
の
心
配
が
な
く
、
納
付
の
手
間
を

省
け
る
口
座
振
替
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
市
内
各
金
融
機
関
や
市
役
所
で
随
時
申
し

込
み
が
で
き
ま
す
。

※

普
通
徴
収
の
対
象
と
な
る
方
は
、
年
金
の
年

額
が
18
万
円
以
下
の
方
、
老
齢
福
祉
年
金
の

み
受
給
中
の
方
な
ど
で
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
75
歳
以
上
の

方
ま
た
は
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
65
歳
以
上

の
方
を
対
象
と
し
た
医
療
保
険
制
度
で
す
。

　
令
和
３
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
確
定
し
た

令
和
４
年
度
の
保
険
料
の
通
知
を
、
加
入
者

一
人
ひ
と
り
に
お
送
り
し
ま
す
。
令
和
４
年

度
は
、
保
険
料
の
均
等
割
額
と
所
得
割
額
が

改
定
さ
れ
ま
し
た
。

問
合
せ
　
　
市
民
保
険
課 

☎
89
・
２
１
５
９

　
　
地
域
局
市
民
福
祉
課 

☎
73
・
２
１
１
４

●
保
険
料
の
納
め
方

特
別
徴
収

　
年
金
支
給
月
（
偶
数
月
）
に
年
金
か
ら
の

差
し
引
き
に
よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。

普
通
徴
収

　
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
付
書
で
納
め
て
い
る
方
に
は
、

納
め
忘
れ
の
心
配
が
な
く
、
納
付
の
手
間
を

省
け
る
口
座
振
替
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
市
内
各
金
融
機
関
や
市
役
所
で
随
時
申
し

込
み
が
で
き
ま
す
。

※

普
通
徴
収
の
対
象
と
な
る
方
は
、
年
金
の
年

額
が
18
万
円
以
下
の
方
、
老
齢
福
祉
年
金
の

み
受
給
中
の
方
な
ど
で
す
。

※

年
度
途
中
に
納
付
対
象
と
な
っ
た
方
は
、
郵

送
す
る
納
付
書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

●
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
が
停
止
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す

　
例
年
、
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
方
で
あ
っ

て
も
、
介
護
保
険
料
な
ど
の
状
況
に
よ
っ
て

は
、
年
金
差
し
引
き
が
停
止
さ
れ
、
納
付
書

が
同
封
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
通
知
が

届
き
次
第
、
納
付
方
法
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
納
付
方
法
ご
と
の

確
定
申
告
社
会
保
険
料
控
除
対
象

特
別
徴
収…

本
人
分
が
対
象

普
通
徴
収

•
納
付
書…
本
人
ま
た
は
生
計
を
一
に
し
た

親
族
な
ど
が
対
象

•
口
座
振
替…

口
座
名
義
人
が
対
象

●
納
付
が
困
難
な
方
は…

　
災
害
や
失
業
に
よ
り
著
し
く
所
得
が
減
少

し
た
場
合
な
ど
、
特
別
な
事
情
に
よ
り
生
活

に
困
窮
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
徴
収
猶
予
や
減
免
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

●
納
付
が
困
難
な
方
は…

　
災
害
や
失
業
な
ど
に
よ
り
著
し
く
所
得
が

減
少
し
た
場
合
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
事
業
収
入
や
給
与
収
入

な
ど
が
前
年
に
比
べ
て
30
％
以
上
減
少
が
見

込
ま
れ
る
場
合
な
ど
、
特
別
な
事
情
に
よ
り

生
活
に
困
窮
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
徴
収
猶
予
や

減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
年
度
途
中
で
65
歳
に
な
る
方
へ

　
65
歳
に
な
る
月
（
１
日
が
誕
生
日
の
場
合

は
そ
の
前
月
）
の
分
か
ら
、
納
付
書
で
保
険

料
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
特
別
徴
収
へ

変
更
と
な
る
場
合
に
は
、
開
始
時
期
に
合
わ

せ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

年間
保険料
（限度額
66万円）

均等割額 44,310円（被保険者全員が等しく負担）

令和４年度の後期高齢者医療保険料

=

【保険料が軽減される方】

①所得が低い世帯の方
　被扶養者と世帯主の所得に応じて均等割額
が軽減【７割、５割、２割】

②社会保険などの被扶養者であった方
　制度加入後２年間は、所得割額がかからず
均等割額が軽減【５割】

※総所得金額は、総収入額から必要経費や公的年金控除を除いたもの

　健康診査は生活習慣病の予防や早期発見の
ためには欠かせません。後期高齢者医療制度
の被保険者の方には、黄色い受診券をお送り
しています。
　自分の健康状態について正確な知識を持ち、
健康的な暮らしを送っていけるように年１回
必ず受診しましょう。
このような方も必ず受診を！
・持病があり定期的に医療機関に通っている方
・特に自覚症状や体調不良もなく健康な方

　施設サービスやショートステイを利
用している方で、食費や居住費の負担
限度額が定められている方に交付して
いる認定証の有効期限は７月末日とな
っています。期日までに更新手続きを
お願いします。
更新期間　７月29日㈮まで
更新場所　長寿いきがい課
　　　　　または地域局市民福祉課
提出するもの
　①介護保険負担限度額認定申請書
　②預貯金などの調査のための同意書
　③通帳などの写し

　お薬手帳には処方されたお薬の情報が記載
されます。過去に自分がどのようなお薬を服
用したか確認でき、お医者さんに行った時の
ほか災害時や旅先で
の治療にも役立てる
ことができます。

+

負担限度額認定証を更新しています

令和４年度の介護保険料　※第1～3段階は負担軽減あり（）内は減額前の金額

年１回健康診査を受診しましょう お薬手帳を持ちましょう

所得割額（所得に応じて負担）
（総所得金額等※－43万円）×所得割率8.27%
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